






■ 健全化判断比率及び資金不足比率 各指標の概念 

 
１ 実質赤字比率 
 
  一般会計と一部の特別会計（母子及び寡婦福祉資金貸付事業特別会計など）を対
象として、毎年度における収支の赤字の大きさを示す指標です。 

 ※ 一般会計と一部の特別会計を合わせた概念を、以下「一般会計等」とします。 
   
             一般会計等の実質赤字額 
  実質赤字比率 ＝  

                標準財政規模 
 

 
２ 連結実質赤字比率 
 
  一般会計等に加え、公営企業会計まで（すなわち、全会計）も対象として、毎年
度における収支の赤字の大きさを示す指標です。 

  なお、算定の過程で、全会計の黒字、赤字を足し合わせて、結果として赤字とな
った場合に、比率が算定されます。 

 
 
                連結実質赤字額 
  連結実質赤字比率 ＝ ――――――――――― 

                 標準財政規模 

 

 
３ 実質公債費比率 
 
  当該年度の公債費負担の大きさを示す指標です。その対象は、一般会計等の起債
に係る元利償還金のほかに、公営企業会計や一部事務組合の起債に係る元利償還金
に対する一般会計等の負担などにも広がっています。 

 ※過去３カ年平均で算定します。 
 

 
 

 

            元利償還金等 －（ 特定財源 ＋ 元利償還金等に係る交付税措置額 ） 

  実質公債費比率 ＝ ――――――――――――――――――――――――――――――― 

               標準財政規模   －   元利償還金等に係る交付税措置額 

 

 

 

連結実質赤字額は、全会計の黒字、

赤字を足し合わせ、トータルで赤字

となった場合に計上 

・地方債の元利償還金 

・公営企業債の元利償還金に対する一般会計等からの負担 など 

国庫支出金など元利償還金

等に充当した特定財源 



４ 将来負担比率 
 
  これまでの財政指標には、単年度における支出額の大きさを示すフロー指標しか
なかったところですが、負債（地方債残高など）の大きさを示すストック指標とし
て、新たに設けられた指標です。 
この指標は、地方公共団体全体の会計に加えて、地方公社、第三セクターの負債

までも対象として、将来、一般会計等の負担がどの程度あるかを示すものです。 
 

 

 

 

 

 

 

             将来負担額 －（ 特定財源 ＋ 地方債現在高に係る交付税措置額 ） 

  将来負担比率 ＝ ―――――――――――――――――――――――――――――――― 

              標準財政規模   －   元利償還金等に係る交付税措置額 

 

 

 

 
 
５ 資金不足比率 
 
  公営企業に係る資金不足の状況を示す指標で、各会計ごとに表します。なお、決
算年度の末日において資金不足（資金の赤字）が生じている場合に数値が算定され
ます。 

 
 
 

            資金不足額 

  資金不足比率 ＝ ――――――― 

             事業規模 

 

・企業会計は、「流動負債－流動資産」 

・特別会計は、実質赤字の額 

営業収益－受託工事収益（本業の収入規模） 

・地方債現在高 

・債務負担行為に基づく支出予定額 

・公営企業債の償還に充てるための一般会計等からの負担見込額 

・退職手当負担見込額 

・県が損失補償等を付している出資法人の負債に対する一般 

会計等の負担見込額               など 

・将来負担額に充当した特定財源 

・将来負担額に充当が可能な基金残高 

 （財政調整基金、県債管理基金  等） 


